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○
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
の
適
用
関
係
の
整
理
の
た
め
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告
示

改

正

案

現

行

（
車
枠
及
び
車
体
）

（
車
枠
及
び
車
体
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
次
項
の
自
動
車
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準
第
十
八
条

第
四
項
（
同
項
に
基
づ
く
細
目
告
示
第
二
十
二
条
第
十
項
第
一
号
、
第
百
条
第
十
二
項
第
一
号
及
び

第
百
七
十
八
条
第
十
項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

平
成
十
七
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車

二

平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
（
平

成
十
七
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を

受
け
た
自
動
車
を
除
く
。
）

三

平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車
で
あ

っ
て
平
成
十
七
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て

指
定
を
受
け
た
自
動
車
（
平
成
十
七
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
と
種
別
、
車
体
の
外
形
、
燃
料
の
種
類
、
動
力

用
電
源
装
置
の
種
類
、
動
力
伝
達
装
置
の
種
類
及
び
主
要
構
造
、
走
行
装
置
の
種
類
及
び
主
要
構

造
、
操
縦
装
置
の
種
類
及
び
主
要
構
造
、
懸
架
装
置
の
種
類
及
び
主
要
構
造
、
車
枠
並
び
に
主
制

動
装
置
の
種
類
が
同
一
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

５

次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
保
安
基
準
第
十
八
条

（
同
項
に
基
づ
く
細
目
告
示
第
二
十
二
条
第
十
項
第
一
号
、
第
百
条
第
十
二
項
第
一
号
及

第
四
項

の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

び
第
百
七
十
八
条
第
十
項
を
除
く
。
）

一

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
自
動
車

イ

座
席
の
地
上
面
か
ら
の
高
さ
が
四
百
七
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
自
動
車

ロ

次
に
掲
げ
る
六
項
目
の
う
ち
五
項
目
以
上
を
満
た
す
自
動
車

(1)

地
面
と
、
自
動
車
の
前
軸
の
両
輪
タ
イ
ヤ
及
び
自
動
車
の
前
軸
の
前
方
の
車
体
に
接
す

る
平
面
の
な
す
角
度
が
二
十
五
度
以
上

(2)

地
面
と
、
自
動
車
の
後
軸
の
両
輪
タ
イ
ヤ
及
び
自
動
車
の
後
軸
の
後
方
の
車
体
に
接
す

る
平
面
の
な
す
角
度
が
二
十
度
以
上

(3)

自
動
車
の
前
軸
の
両
輪
タ
イ
ヤ
に
接
し
前
軸
よ
り
後
上
方
に
延
び
る
平
面
と
、
後
軸
の

両
輪
タ
イ
ヤ
に
接
し
後
軸
よ
り
前
上
方
に
延
び
る
平
面
の
交
線
が
車
体
下
面
に
接
し
た
状
態

に
お
い
て
、
こ
の
両
平
面
の
な
す
最
小
角
度
が
二
十
度
以
上

(4)

前
軸
の
両
輪
タ
イ
ヤ
の
最
後
端
を
結
ぶ
直
線
と
後
軸
の
両
輪
タ
イ
ヤ
の
最
前
端
を
結
ぶ

直
線
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
車
体
下
面
の
最
も
低
い
位
置
に
あ
る
固
定
物
と
地

面
の
間
の
距
離
が
百
八
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上

(5)

前
軸
直
下
の
最
低
地
上
高
が
百
八
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
。
こ
の
場
合
、
軸
直
下
の
最

低
地
上
高
と
は
、
地
面
に
垂
直
で
自
動
車
の
前
軸
を
含
む
平
面
内
に
お
い
て
、
両
輪
タ
イ
ヤ

の
接
地
点
を
通
り
、
車
体
下
面
に
接
す
る
円
弧
の
頂
点
と
地
面
の
間
の
距
離
を
い
う
。
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(6)

後
軸
直
下
の
最
低
地
上
高
が
百
八
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
。
こ
の
場
合
、
軸
直
下
の
最

低
地
上
高
と
は
、
地
面
に
垂
直
で
自
動
車
の
後
軸
を
含
む
平
面
内
に
お
い
て
、
両
輪
タ
イ
ヤ

の
接
地
点
を
通
り
、
車
体
下
面
に
接
す
る
円
弧
の
頂
点
と
地
面
の
間
の
距
離
を
い
う
。

ハ

保
安
基
準
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
自
動
車
の
う
ち
貨
物
の
運
送
の
用
に
供

す
る
も
の

ニ

原
動
機
本
体
の
前
端
を
通
り
車
両
中
心
線
に
垂
直
な
平
面
及
び
原
動
機
本
体
の
後
端
を
通
り

車
両
中
心
線
に
垂
直
な
平
面
と
車
両
中
心
線
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
交
点
の
中
点
が
、
前
面
ガ
ラ
ス

の
下
端
の
最
前
部
を
と
お
り
車
両
中
心
線
に
垂
直
な
平
面
よ
り
後
方
で
あ
り
、
か
つ
、
最
も
後

部
に
あ
る
座
席
の
後
端
よ
り
前
方
に
あ
る
自
動
車

ホ

原
動
機
と
し
て
、
内
燃
機
関
及
び
駆
動
用
の
電
動
機
又
は
油
圧
モ
ー
タ
ー
を
有
し
、
そ
れ
ら

が
運
転
者
室
の
前
方
に
位
置
す
る
自
動
車

二

次
に
掲
げ
る
自
動
車

イ

平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車

ロ

平
成
十
九
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車

（
平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い

て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
を
除
く
。
）

ハ

平
成
十
九
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
作
さ
れ
た
自
動
車

で
あ
っ
て
平
成
十
九
年
九
月
一
日
以
降
に
法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式

に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
（
平
成
十
九
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
法
第
七
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
型
式
に
つ
い
て
指
定
を
受
け
た
自
動
車
と
種
別
、
車
体
の
外
形
、

燃
料
の
種
類
、
動
力
用
電
源
装
置
の
種
類
、
動
力
伝
達
装
置
の
種
類
及
び
主
要
構
造
、
走
行

装
置
の
種
類
及
び
主
要
構
造
、
操
縦
装
置
の
種
類
及
び
主
要
構
造
、
懸
架
装
置
の
種
類
及
び

主
要
構
造
、
車
枠
並
び
に
主
制
動
装
置
の
種
類
が
同
一
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
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